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国　税／�3月分源泉所得税の納付� 4月10日
国　税／�2月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 5月1日
国　税／�8月決算法人の中間申告� 5月1日
国　税／�5月、8月、11月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合）� 5月1日
地方税／�給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

� 4月16日
地方税／�固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付

� 市町村の条例で定める日（原則4月中）
地方税／�土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

� 4月1日〜4月20日
�または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税／�軽自動車税の納付
� 市町村の条例で定める日（原則4月中）

労　務／�労働者死傷病報告（休業4日未満：1月〜3月分）
� 5月1日

　この４月からビールの定義が改正され、主
原料である麦芽の比率が50％（改正前67％）
以上のものがビールとして表示できるととも
に、ビールの範囲に、副原料として新たに果
実や一定の香味料を加えて発酵させたものが
加えられます。ビールの範囲拡大の背景には、
特色ある地ビール開発の推進があります。

ワンポイント ビールの定義の見直し

4 月 の 税 務 と 労 務4月 （卯月）APRIL

29日・昭和の日　30日・振替休日

日 月 火 水 木 金 土
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４月号─2

　

雇
用
保
険
制
度
に
お
い
て
は
、
失

業
中
の
者
に
対
す
る
給
付
の
ほ
か
、

失
業
を
予
防
す
る
た
め
在
職
者
に
対

す
る
給
付
も
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
職
業
生
活
の
円
滑
な
継

続
を
援
助
、
促
進
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
次
の
三
種
類
の
給
付
（
雇
用

継
続
給
付
）
に
つ
い
て
お
伝
え
し
ま

す
。

①　

高
年
齢
雇
用
継
続
給
付

②　

育
児
休
業
給
付

③　

介
護
休
業
給
付

一
　
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付

　

高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
は
、「
高

年
齢
雇
用
継
続
基
本
給
付
金
」と「
高

年
齢
再
就
職
給
付
金
」
に
分
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

両
者
は
支
給
要
件
や
給
付
額
の
計

算
方
法
な
ど
共
通
点
が
多
い
た
め
、

主
に
「
高
年
齢
雇
用
継
続
基
本
給
付

金
」
に
つ
い
て
掲
げ
ま
す
。

※　
「
高
年
齢
再
就
職
給
付
金
」は
、

基
本
手
当
を
受
給
し
、
六
十
歳
以

後
に
再
就
職
し
た
者
を
対
象
と
し

て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。
支
給

要
件
の
一
部
と
支
給
期
間
の
長
さ

が
「
高
年
齢
雇
用
継
続
基
本
給
付

金
」
と
は
異
な
り
ま
す
。

㈠
　
支
給
対
象
者

　

次
の
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
者

が
支
給
対
象
者
と
さ
れ
ま
す
。

①　

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の

一
般
被
保
険
者

②　

雇
用
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ

た
期
間
が
五
年
以
上
（
転
職
し
て

い
る
場
合
で
も
、
離
職
か
ら
再
就

職
ま
で
の
期
間
が
一
年
以
内
で
あ

り
、
失
業
中
に
基
本
手
当
等
を
受

給
し
て
い
な
い
と
き
は
、
前
後
の

期
間
を
通
算
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
）

③　

六
十
歳
以
後
の
賃
金
が
、
六
十

歳
時
点
（
原
則
）
と
比
較
し
て
七

五
％
未
満
に
低
下

※　
「
高
年
齢
再
就
職
給
付
金
」は
、

こ
れ
ら
の
ほ
か
に
「
再
就
職
日
の

前
日
に
お
け
る
基
本
手
当
の
支
給

残
日
数
が
百
日
以
上
あ
る
こ
と
」

も
要
件
と
さ
れ
ま
す
。

㈡
　
支
給
額

　

高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
は
、
六
十

歳
時
点
（
原
則
）
と
六
十
歳
以
後
の

賃
金
を
比
較
し
、
賃
金
が
低
下
し
た

割
合
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

①　

六
一
％
以
下
に
低
下
の
と
き

　

六
十
歳
以
後
の
各
月
の
賃
金
の
一
五

％
相
当
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

②　

六
一
％
超
七
五
％
未
満
に
低
下

の
と
き

　

支
給
額
は
低
下
率
に
応
じ
て
決
定

さ
れ
、
各
月
の
賃
金
の
一
五
％
相
当

額
未
満
の
額
と
な
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
六
十
歳
時
点
の
賃
金
が

月
額
三
〇
万
円
で
あ
っ
て
、
六
十
歳

以
後
の
各
月
賃
金
が
一
八
万
円
に
低

下
し
た
と
き
に
は
、
①
に
該
当
し
、

一
か
月
当
た
り
の
賃
金
一
八
万
円
の

一
五
％
に
相
当
す
る
額
（
二
万
七
千

円
）
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、各
月
の
賃
金
が
三
五
万
七
、

八
六
四
円
（
こ
の
額
は
毎
年
八
月
一

日
に
変
更
さ
れ
ま
す
。）
を
超
え
る

場
合
は
、
低
下
率
に
か
か
わ
ら
ず
支

給
さ
れ
ま
せ
ん
。

㈢
　
支
給
期
間

　

被
保
険
者
が
六
十
歳
に
達
し
た
月

か
ら
六
十
五
歳
に
達
す
る
月
ま
で
が

支
給
対
象
期
間
と
さ
れ
ま
す
。

※　
「
高
年
齢
再
就
職
給
付
金
」は
、

再
就
職
日
の
前
日
に
お
け
る
基
本

手
当
の
支
給
残
日
数
に
応
じ
、
次

の
期
間
と
な
り
ま
す
（
い
ず
れ
も

六
十
五
歳
を
超
え
る
こ
と
と
な
る

と
き
は
、
六
十
五
歳
に
達
し
た
月

ま
で
）。

・
二
百
日
以
上
の
と
き
は
、
再
就
職

日
の
翌
日
か
ら
二
年
間

・
百
日
以
上
二
百
日
未
満
の
と
き
は
、

再
就
職
日
の
翌
日
か
ら
一
年
間

㈣
　
支
給
申
請

　

原
則
と
し
て
二
か
月
に
一
度
、
事

業
主
が
公
共
職
業
安
定
所
に
支
給
申

請
書
を
提
出
し
ま
す
（
被
保
険
者
自

身
が
申
請
手
続
を
行
う
こ
と
も
可

能
）。

㈤
　
併
給
調
整

　

雇
用
保
険
に
は
、
雇
用
継
続
給
付

と
し
て
支
給
さ
れ
る
「
高
年
齢
再
就

職
給
付
金
」
の
ほ
か
、
失
業
中
に
基

本
手
当
を
受
け
て
い
た
者
が
再
就
職

し
た
と
き
に
支
給
さ
れ
る
「
再
就
職

手
当
」
が
あ
り
ま
す
。

　

同
一
の
就
職
に
つ
き
、
双
方
の
支

給
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
ど
ち
ら

か
一
方
を
選
択
し
て
受
給
す
る
こ
と

雇
用
継
続
給
付
の
活
用
（
雇
用
保
険
）



3─４月号

と
な
り
ま
す
。

二
　
育
児
休
業
給
付

㈠
　
支
給
対
象
者

　

以
下
の
要
件
を
満
た
す
も
の
が
支

給
対
象
者
と
さ
れ
ま
す
。

①　

一
歳
注
に
満
た
な
い
子
を
養
育

す
る
た
め
に
育
児
休
業
を
取
得
す

る
一
般
被
保
険
者
お
よ
び
高
年
齢

被
保
険
者
。

②　

休
業
開
始
日
前
二
年
間
に
、
賃

金
支
払
基
礎
日
数
が
十
一
日
以
上

あ
る
月
が
十
二
か
月
以
上
あ
る
。

注　

原
則
は
一
歳
に
達
す
る
ま
で
と

さ
れ
ま
す
が
、
父
母
と
も
に
育
児

休
業
を
取
得
す
る
場
合
は
一
歳
二

か
月
、
保
育
所
等
に
お
け
る
保
育

の
実
施
が
行
わ
れ
な
い
な
ど
の
場

合
は
一
歳
六
か
月
ま
た
は
二
歳
に

達
す
る
ま
で
延
長
が
認
め
ら
れ
ま

す
。

　
　

な
お
、
保
育
所
等
に
入
所
で
き

な
い
こ
と
に
よ
る
一
歳
六
か
月
ま

た
は
二
歳
ま
で
の
延
長
は
、
入
所

申
込
み
を
行
っ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
入
所
で
き
な
い
場
合
に
認

め
ら
れ
ま
す
。
保
育
実
施
の
申
込

み
を
行
わ
ず
に
入
所
し
な
か
っ
た

者
は
延
長
対
象
と
さ
れ
な
い
点
に

注
意
を
要
し
ま
す
。

㈡
　
支
給
額

　

休
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算
し

た
一
か
月
ご
と
の
期
間
（「
支
給
単

位
期
間
」
と
い
い
ま
す
）
ご
と
に
、

次
の
式
に
よ
り
支
給
額
を
算
出
し
ま

す
。

「
休
業
開
始
時
賃
金
日
額
（
※
一
）

×

支
給
日
数
（
※
二
）
×
六
七
％
（
※
三
）」

※
一　

休
業
開
始
前
六
か
月
間
の
賃

金
を
一
八
〇
で
除
し
て
、
一
日

あ
た
り
の
賃
金
額
を
算
出
（
後

述
す
る
介
護
休
業
給
付
も
同
様
）

※
二　

休
業
終
了
す
る
支
給
単
位
期

間
以
外
は
「
三
〇
日
」、
休
業

終
了
日
の
あ
る
支
給
単
位
期
間

は
、
そ
の
期
間
の
日
数
（
後
述

す
る
介
護
休
業
給
付
も
同
様
）

※
三　

休
業
開
始
か
ら
六
か
月
経
過

後
は
五
〇
％

　

休
業
期
間
中
に
受
け
た
賃
金
額
に

応
じ
、
減
額
ま
た
は
不
支
給
（
休
業

前
賃
金
の
八
割
以
上
の
賃
金
を
受
け

る
場
合
）
と
す
る
取
り
扱
い
や
支
給

上
限
額
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
育
児
休
業
期
間
中
に
就
業

し
た
日
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
数

が
十
日
（
十
日
を
超
え
る
場
合
は
、

就
業
時
間
が
八
十
時
間
）
以
下
の
と

き
に
支
給
さ
れ
、
上
回
る
と
き
は
そ

の
支
給
単
位
期
間
は
不
支
給
と
さ
れ

ま
す
。
休
業
中
に
他
の
事
業
所
で
就

業
し
た
と
き
は
、
他
事
業
所
に
お
け

る
就
業
日
数
・
時
間
も
含
め
ま
す
。

㈢
　
支
給
期
間

　

子
が
、
前
記
㈠
の
注
に
お
い
て
記

し
た
年
齢
に
達
す
る
日
ま
で
と
さ
れ

ま
す
。

※　

一
歳
二
か
月
ま
で
の
育
休
は
、

一
歳
二
か
月
ま
で
の
間
で
最
大
一

年
の
支
給
と
さ
れ
ま
す
。

㈣
　
支
給
申
請

　

原
則
と
し
て
二
か
月
に
一
度
（
被

保
険
者
が
希
望
す
る
場
合
、
一
か
月

に
一
度
）、
事
業
主
が
公
共
職
業
安

定
所
に
支
給
申
請
書
を
提
出
し
ま
す

（
被
保
険
者
自
身
が
申
請
手
続
を
行

う
こ
と
も
可
能
）。

三
　
介
護
休
業
給
付

㈠
　
支
給
対
象
者

　

以
下
の
要
件
を
満
た
す
も
の
が
支

給
対
象
者
と
さ
れ
ま
す
。

①　

家
族
を
介
護
す
る
た
め
の
介
護

休
業
を
取
得
す
る
一
般
被
保
険
者

お
よ
び
高
年
齢
被
保
険
者
。

②　

休
業
開
始
日
前
二
年
間
に
、
賃

金
支
払
基
礎
日
数
が
十
一
日
以
上

あ
る
月
が
十
二
か
月
以
上
あ
る
。

㈡
　
支
給
額

　

休
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算
し

た
一
か
月
ご
と
の
期
間
（「
支
給
単

位
期
間
」
と
い
い
ま
す
）
ご
と
に
、

次
の
式
に
よ
り
支
給
額
を
算
出
し
ま

す
。

「
休
業
開
始
時
賃
金
日
額
×
支
給

日
数
×
六
七
％
」

※　

休
業
期
間
中
に
受
け
た
賃
金
額

や
就
業
日
数
に
よ
り
減
額
・
不
支

給
と
す
る
取
り
扱
い
や
支
給
上
限

額
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

㈢
　
支
給
期
間

　

支
給
対
象
と
な
る
同
一
の
家
族
に

つ
い
て
、
九
三
日
（
三
回
ま
で
分
割

可
）
を
限
度
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

㈣
　
支
給
申
請

　

原
則
と
し
て
各
介
護
休
業
終
了
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
か
月
を
経

過
す
る
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で

に
、
事
業
主
が
公
共
職
業
安
定
所
に

支
給
申
請
書
を
提
出
し
ま
す
（
被
保

険
者
自
身
が
申
請
手
続
を
行
う
こ
と

も
可
能
）。

　

今
回
は
雇
用
継
続
給
付
に
関
す
る

支
給
要
件
等
の
う
ち
概
要
の
み
を
取

り
上
げ
て
い
ま
す
。
該
当
す
る
も
の

が
あ
る
と
き
は
、
詳
細
に
つ
い
て
公

共
職
業
安
定
所
の
窓
口
ま
た
は
ハ
ロ

ー
ワ
ー
ク
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ

ス
等
に
よ
り
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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　キャリアアップ助成金は、非正規雇用の
労働者（有期契約労働者等）の企業内での
キャリアアップ等を促進するため、各種取
組を実施した事業主に助成されるもので
す。平成30年４月以降の制度変更をご案
内いたします。
１．正社員化コース【拡充・要件追加】
　有期契約労働者等を正規雇用労働者等に
転換、または直接雇用した場合に助成され
るもので、次の変更が行われます。
①　支給申請の上限拡充（15人→20人）
②　支給要件の追加
・正規雇用等へ転換した際、転換前の６か
月と転換後の６か月の賃金を比較して、
５％以上増額していること。

・有期契約労働者からの転換の場合、対象
労働者が転換前に雇用されていた期間が
３年以下に限ること。

２．人材育成コース【整理統合】
　従来の人材育成コースは「人材開発支援
助成金」に統合されます。
３．賃金規定等共通化コース【新設】
　有期契約労働者等に、正規雇用労働者と
共通の賃金規定等を新たに規定し、適用し
た場合に助成されます。
　支給額は、企業規模や満たした要件によ
り異なり、対象労働者1人あたり2万円等
（上限20人）とされています。
４．諸手当制度共通化コース【新設】
　有期契約労働者等に関して正規雇用労働
者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用
した場合に助成されます。
・人数に応じた加算措置（1人あたり1.5
万円等。上限20人）
・諸手当の数に応じた加算措置（手当1つ
あたり16万円等）
　キャリアアップ助成金の支給申請を行う
には、事前にキャリアアップ計画の提出が
必要です。都道府県労働局またはハローワ
ークが問い合わせ窓口です。

キャリアアップ助成金の
一部変更

　平成29年度税制改正により配偶者控除
及び配偶者特別控除制度の見直しが行われ
たことに伴い、日本年金機構において、被
扶養者異動届を提出する際の添付書類の取
り扱い変更が行われました。
　被保険者の合計所得が1,000万円（給与
所得のみの場合は、給与等の収入金額が
1,220万円）を超える場合は、所得税法上
の控除対象配偶者に該当しないため、収入
確認のための証明書類添付を省略すること
ができなくなりました。
　添付が必要とされる証明書類の例を次に
掲げます。
・雇用保険被保険者離職票の写し
・雇用保険受給資格者証の写し
・年金額の改定通知書等の写し
・課税（非課税）証明書
　被扶養者異動届については年金事務所ま
たは健康保険組合にお問い合わせくださ
い。

被扶養者異動届の取扱い変更
（健康保険法）　

健
康
保
険
に
は
、
退
職
後
も
同
じ

医
療
保
険
に
加
入
を
続
け
る
「
任
意

継
続
被
保
険
者
」制
度
が
あ
り
ま
す
。

次
の
二
点
が
要
件
と
さ
れ
ま
す
。

①
　
資
格
喪
失
日
の
前
日（
退
職
日
）

ま
で
に
継
続
し
て
二
か
月
以
上
の

被
保
険
者
期
間
が
あ
る

②
　
資
格
喪
失
日
か
ら
二
〇
日
以
内

に
資
格
取
得
届
を
提
出

　
保
険
料
は
、
任
意
継
続
被
保
険
者

が
全
額
を
負
担
す
る
こ
と
に
注
意
を

要
し
ま
す
（
在
職
中
は
、
事
業
主
が

保
険
料
の
半
額
を
負
担
）。

　
保
険
料
算
出
に
用
い
る
標
準
報
酬

月
額
に
は
上
限
額
が
あ
り
、
協
会
け

ん
ぽ
で
は
二
八
万
円
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
在
職
中
の
標
準
報
酬
月
額
が
二

八
万
円
よ
り
高
い
と
き
は
、
二
八
万

円
を
基
に
計
算
さ
れ
ま
す
。

　
健
康
保
険
組
合
の
適
用
事
業
所
の

場
合
は
、
各
健
康
保
険
組
合
に
上
限

額
を
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

任
意
継
続
被
保
険
者
制
度
の
ご
案
内
（
健
康
保
険
）


